
                                                広 情 審 第 １ ８ 号 

平成１９年１０月１８日  

 

 

 広島市教育委員会 様  

 

 

                         広島市情報公開審査会 

                         会長 佐 伯 祐 二 

 

 

   公文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について（答申） 

 

 平成１９年６月７日付け広市教学第１８５号で諮問のあったこのことについては、別

添のとおり答申します。 

 （諮問第３４号関係） 
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別添（諮問第３４号関係） 

 

答   申   書 

 

  平成１９年６月７日付け広市教学第１８５号で諮問のあった事案（諮問第３４号で受理）

について、次のとおり答申します。 

 

１  審査会の結論 

 

  実施機関の決定は、妥当です。 

 

２  異議申立ての趣旨 

 

  平成１９年３月２２日付け異議申立ての趣旨は、異議申立人（以下「申立人」という。）

が同月２日付けで行った、「広島市立の○○小学校、○○小学校、○○小学校、○○中学

校、○○中学校の要保護児童生徒及び準要保護児童生徒の人数（一番直近の文書）」に係

る開示請求（以下「本件開示請求」という。）に対し、広島市教育委員会（以下「実施機

関」という。）が平成１９年３月１６日付け広市教学第９１号で行った不開示決定（以下

「本件不開示決定」という。）の取消しを求めるというものです。 

 

３  申立人の主張の要旨 

 

  異議申立書及び口頭意見陳述での申立人の主張を要約すると、おおむね次のとおりで

す。 

 ⑴ 本件開示請求の対象である○○小学校の直近の児童数は、○○人で、これに対する

学区の世帯数は、○○世帯であり、１世帯に１人の児童とすると、児童を就学させて

いる世帯の割合は、○○パーセントです。また、○○小学校の学区人口○○人に対す

る児童数の割合は、○○パーセントであり、これらのデータ率からは、残りの○○パ

ーセント以上のデータを捕捉できるわけがなく、統計学的に言って、「要保護・準要保

護の児童生徒数が多い学校は、低所得の保護者が多い」ことにはなりません。 
本件開示請求の対象である○○小学校の学区内には、公営住宅等があり、これらの

保護者については、所得が低いことはわかっていることだから、「児童生徒や保護者な

ど地域の関係者個々人に不利益を及ぼすおそれがある」ことにはなりません。 
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 ⑵ 所得が低いことや、就学援助の認定者数が多いことがわかっても差別するようなこ

とはありません。東京の中野区では、認定者数と率をホームページに出しているし、

足立区では、４２パーセントもの就学援助率であることがわかっています。 
本件開示請求は、限られた学校のデータを求めていることからも、「不当な格付がな

され、適切な学校運営や就学事務に支障をきたすおそれがある」との主張は間違って

います。 

 

４  実施機関の主張の要旨 

 

    判断説明書及び口頭意見陳述での実施機関の主張を要約すると、おおむね次のとおり

です。 

 ⑴ 要保護・準要保護の児童生徒数が多い学校は、低所得の保護者が多いことになりま

す。 
   個別の学校の要保護・準要保護の児童生徒数が公になった場合、特定の個人を識別

することはできませんが、低所得者が多い学校が特定されることになり、当該校の児

童生徒や保護者など地域の関係者個々人が、第三者から低所得者ではないかという目

でみられ不快な思いを強いられるなどの不利益を被るおそれがあります。 

⑵ 援助率の高い学校は低所得者が多い学校であるとの風評が偏見を助長し、低所得者

が多い学校として評判が低下することによって、児童生徒の学習意欲の低下につなが

りかねません。 
風評による偏見のため「低所得者が多い学校」が敬遠され、教育内容や部活動とい

った本来の趣旨である学校の特色による選択が行われないおそれがあり、学校に対す

る関心を高め、公教育に対する信頼感を向上させるという「隣接校・行政区域内校選

択制」の本来の目的が充分に果たせないおそれがあります。 
  

５  審査会の判断理由 

 

  当審査会としては、広島市情報公開条例（平成１３年広島市条例第６号。以下「条例」

という。）の規定に即して検討した結果、以下のとおり判断します。 

 ⑴ 判断の対象等について 
ア 審査会において見分したところ、本件開示請求に係る情報が記録されている文書

であるとして、実施機関から提出された文書（以下「本件対象文書」という。）には、

本市のすべての市立小中学校について学校別に、要保護の児童数（Ａ）、準要保護の

児童数（Ｂ）、就学援助認定者数（Ｃ＝Ａ＋Ｂ）、児童数（Ｄ）及び認定率（Ｃ／Ｄ）
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が記載されていることが認められます。一方、本件開示請求は、特定の学校に係る

情報についてなされていますので、まず、開示・不開示に係る判断の対象は、特定

の学校に係る「情報」なのか、全小中学校の情報が記録された「公文書」なのかに

ついて検討します。 
イ この点､条例第２条第２項及び第５条第１項の規定によると、開示請求の単位は、

「情報」ではなく、「公文書」であることが明らかです。このことは、本件開示請求

のように、記録されている情報の面から、開示を請求する公文書を特定した場合で

あっても同様です（最高裁平成１７年６月１４日判決参照）。したがって、本件開示

請求に係る開示･不開示の判断の対象は､特定の学校に係る「情報」ではなく、全小

中学校の情報が記録された「公文書」（ここでは、本件対象文書）ということになり

ます。 
ウ このように本市立小中学校全体の問題として開示・不開示を検討するとき、本件

対象文書のうち、就学援助認定者数や認定率が高い学校の情報だけに不開示原因が

あるとし、そうでない学校の情報は開示する、という扱いはできません。このよう

な扱いをすれば、後述の不開示原因を理由づける弊害が、不開示の学校群を開示の

学校群と対比することによって生じることになります。 
エ なお、申立人は、五つの学校の情報だけが必要であること、差別の意図は全くな

いことを述べられるところ、情報公開制度は、請求者が誰であるか､請求の理由・目

的が何であるかを問わない制度ですから、これら請求者側の個々の事情の如何によ

って、開示・不開示の判断の対象や判断の結果が異なることはありません。また、

五つの学校についての開示は、上記のように、本市立小中学校全体の問題として考

えられなければなりません。仮に、本件で五つの学校の情報だけを抜き出して開示・

不開示を検討したとしても、その判断基準は、他の学校の情報についても開示請求

がありうることを考えると、市全体に通じうるものでなければなりません。 
以下、このような考え方に立って、本件不開示決定の是非について判断します。 

 ⑵ 条例第７条第１号の該当性 
ア 条例第７条第１号本文について 
条例第７条は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合を除き、

当該公文書を開示しなければならないと規定し、同条第１号において、「個人に関す

る情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるも

の（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとな

るものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、

なお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を不開示情報として規定してい
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ます。 
    審査会において見分したところ、本件対象文書の情報には、個人識別性が認めら

れる情報はありませんので、条例第７条第１号本文のうち、「特定の個人を識別する

ことはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあ

るもの」の該当性について判断します。 
  イ 個人の権利利益を害するおそれについて 

就学援助は、生活保護を受けている世帯や市民税の非課税世帯等の低所得の保護

者に対し、児童生徒の学用品費、学校給食費等を援助する制度です。 
審査会において見分したところ、本件対象文書には、認定率が高い学校もありま

す。このような認定率が高い学校は、低所得の保護者が多いことになり、就学援助

認定者数や認定率が公になった場合、低所得の保護者が多い学校が特定されること

になります。 
個人の収入に関する情報、とりわけ、低所得者であるという情報は、プライバシ

ーとして保護されるべき機微な情報であるところ、特定の学校の就学援助認定者数

や認定率が公にされた場合、当該学校の保護者や地域住民等が低所得の保護者を探

索し、あるいは各年度の数値を比較したり、他の情報と照合する等して、特定の個

人の収入を推認する可能性は否定できません。そして、この推認は、認定率が高け

れば高いほど容易になる関係にあります。このことは、認定率が１００パーセント

に近い場合や児童数が少数である場合を想定すれば理解できると思われます。 
以上のことから、就学援助認定者数や認定率が公にされると、個人の権利利益を

害するおそれがあるといえ、これらの情報には、条例第７条第１号該当性が認めら

れます。 
⑶ 条例第７条第３号の該当性 
  ア 条例第７条第３号について 

条例第７条第３号において、「市の機関又は国等（国、独立行政法人等、他の地方

公共団体又は地方独立行政法人をいう。以下同じ。）が行う事務又は事業に関する情

報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性

質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」を不開示

情報として規定しています。このうち、同号アからオまでに掲げられている事務又

は事業は、実施機関が主張する事務又は事業に該当しないため、本件対象文書の情

報が、「その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるもの」に当たるかどうかについて判断します。 
  イ 学習指導への影響について 

児童生徒に対して効率的な学習指導を行うには、一般的に児童生徒が学習意欲を
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持っていることが重要であると考えられます。就学援助認定者数や認定率が開示さ

れ、認定率等が高く、低所得者が多い学校との評価を受けた場合には、そのことが

児童生徒自身ではいかんともしがたい事柄であり、上記のとおり、プライバシーと

して保護されるべき機微な情報に関係することから、当該認定を受けている保護者

を有する児童生徒への心理的な影響は、看過することはできません。また、それ以

外の児童生徒についても、心身の発達段階にある未成熟な存在であること、風評流

布の可能性等を考えれば、その心理的影響は否定できません。かかる情報の開示に

より、児童生徒の学習意欲の低下に少なからず影響を与えることが十分に考えられ、

ひいては、学習指導に支障が生じるおそれがあるといえます。したがって、これら

の情報を開示することは、児童生徒に対する学習指導という実施機関の事務につい

て、条例第７条第３号該当性が認められます。 
ウ 隣接校・行政区域内校選択制への影響について 
実施機関の主張によると、隣接校・行政区域内校選択制は、中学校に進学すると

きに、住んでいる学区の中学校だけでなく、学区が隣り合わせになっている中学校

や同じ行政区域内にある中学校を選択できるようにするもので、その目的は、教育

内容や部活動といった学校の特色による選択をすることで、学校に関する関心を高

め、公教育に対する信頼感の向上を図ることにあります。 
ところが、就学援助認定者数や認定率が公になった場合、児童や保護者は、これ

らの情報も学校選択の要素とすることが十分に考えられ、そうすると、教育内容や

部活動といった学校の特色による選択がなされず、本来の目的が果たせないおそれ

があります。したがって、これらの情報を開示することは、隣接校・行政区域内校

選択制という実施機関の事務について、条例第７条第３号該当性が認められます。 
⑷ 不開示となる部分を除いた情報の有意性について 
  本件対象文書のうち、上記⑵及び⑶により不開示情報とされる部分を除いた情報は、

各学校名、各学校の児童数及びこれらの見出し欄並びに不開示情報の見出し欄です。

条例第８条第１項本文の規定により、これらの情報について部分開示をする必要があ

るかどうか問題になりますが、これらの情報は、本件開示請求の趣旨に合致するもの

でないことは明らかであり、また、各学校の児童生徒数は公表されていることからす

れば、有意なものとはいえず、条例第８条第１項ただし書きの規定により、これらの

情報を部分開示する必要はないものと考えます。 
 
  以上により、「１ 審査会の結論」のとおり判断するものです。 
 

６  審査会の処理経過 
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    当審査会の処理経過は、別紙のとおりです。 
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別紙 

                     審査会の処理経過 

 

    年  月  日                  処理内容 

 １９． ６． ７    広市教学第１８５号の諮問を受理（諮問第３４号で受理）

 １９． ６．１２ 

 （第１回審査会） 

   審議（事案の概要説明） 

 １９． ７． ３ 

 （第２回審査会） 

   審議（異議申立人及び実施機関の口頭意見陳述） 

 １９． ７．２７ 

 （第３回審査会） 

   審議 

 １９． ９．１４ 

 （第４回審査会） 

   審議 
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